
  
 

 

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
対
す
る
援
助
の
た
め
の
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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○
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
対
す
る
援
助
の
た
め
の
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 
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案 
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附 
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（
こ
の
法
律
の
失
効
） 

第
三
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を

失
う
。 

２
～
５ 

〔
略
〕 
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（
こ
の
法
律
の
失
効
） 

第
三
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失

う
。 

２
～
５ 

〔
略
〕 

 

 
 

 


